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け ん

川崎市議会議員 ほりぞえ健
（事務局）
９月１日に福田前総理が辞職表明されてから、一気に総選挙の雰
囲気が高まっていますね。
（堀添）
そうですね。以前は、早くても来年１月以降、場合によっては９
月の任期満了まで総選挙はないのではないか、という声もありま
した ここにきて また先送りになるのではないか という予測した。ここにきて、また先送りになるのではないか、という予測
もされはじめていますが、いずれにせよそれほど遅くない時期に
解散・総選挙となるのではないでしょうか。
（事務局）
総選挙での政権公約、マニフェストはまだ発表されていませんね。
（堀添）
状況が急展開しましたので、まだ発表されていませんが、自民党
も民主党も近いうちに公表すると思います

●1963（昭和38）年２月６日、高津区に
生まれ、高津小学校出身。桐朋中学、
高校を経て東京工業大学を卒業。

●東京都三鷹市で９年間、地域情報化や
プライバシー保護等に従事。

●セブンーイレブン本部での情報システ

ム構築をはじめ、ITを活用したシステ
ムづくりに従事。

●2003年4月、川崎市議会議員に初当選。
●2007年4月、同２期目当選。

も民主党も近いうちに公表すると思います。
正式なマニフェスト、というわけではありませんが、民主党は先
日、２１２兆円に上る国の総予算の組み替えや年金問題など『新
しい生活をつくる５つの約束』を発表しました。また、これに先
立ち、民主党分権調査会役員会案として『霞ヶ関の解体・再編と
地域主権の確立』も公表されています。
（事務局）
民主党は以前から地方分権 地域主権を政策の柱にしてきました

（堀添）
地域主権に関する基本的な考え方
は、当然今までのものを踏まえて

います。その上で、かなり具体的に「あたらしい国と地域の関
係」を示していると思います。

まず 基本理念として 基礎的自治体（市町村）重視を打ち出

●まちづくり委員会所属。
●ローカル・マニフェスト推進地方議員
連盟 共同代表

●民主党県連 政策調査会事務局長
●経済産業省 システム監査技術者
●妻と長女（高校３年）の３人家族

民主党は以前から地方分権・地域主権を政策の柱にしてきました
が、今回の内容はどのようなものですか？

まず、基本理念として、基礎的自治体（市町村）重視を打ち出
しています。中央政府の役割を、外交、防衛、危機管理、治安
と、総合的安全保障、教育・社会保障の最終責任、通貨、市場
経済ルールの確立、国家的大規模プロジェクトに限定し、その
他の事務事業はすべて市町村が担うことになります。それに伴
い、中央からの個別補助金は全廃し、一括交付金化されるとと
もに、地方政府としての立法権、執行権が実現されます。

各省庁の地方出先機関も廃止され、補助金に関わる業務も基本
的にはなくなりますから、防衛省関係を除き、国の組織機構や
体制は現在の２割程度になるのではないか、という試算もある
ようです。

（１）民主党川崎市議会議員団ニュース ２００８年１０月号

（次ページに続く）



（事務局）
川崎市としても、大きく変わることになりま
すね。

（堀添）
市民に密着した業務は、基本的にすべてを川

（事務局）
自治体の組織も変わるのですか？

（堀添）
当然そうなります。まず、都道府県について
いえば、基本的に産業振興、大学や研究機関、

崎市が行うことになります。そのため、地方
政府としての川崎市が担うべき責任も、今ま
で以上に重くなります。

今回の民主党案では、地方政府としてのガバ
ナンス強化も打ち出されています。

先ほど、立法権の強化についてお話しました
が、条例を議決する市議会の政策的機能の強

大規模災害対応、河川などに限定され、５～
１０年後には現在の１／２から１／３程度に
縮小されます。とくに、川崎市などの政令市
との関係では、県は他の市町村との調整業務
だけ行うこととなりますので、おそらく警察
業務を除く県の全業務が川崎市に移管される
ことになります。実質的に川崎市民が「神奈

化も図る必要があります。具体的には、議会
事務局の政策スタッフの増強が、まずあげら
れます。

現在の川崎市には約１万３千人の職員が働い
ていますが、議会事務局の職員はわずか３０
名強です。きちんとした政策立案機能を担っ
ていくのであれば、おそらく１桁違うくらい

川県」を意識することは、ほとんどなくなる
のではないでしょうか。

（事務局）
「地方政府としての立法権」とはどういうこ
とですか？

（堀添）
住民の生活に密接に関係するものについては、 ていくのであれば、おそらく１桁違うくらい

にしていかなければならないと思います。

ガバナンスということでいえば、監査機能の
強化についても触れられています。この中に
は、公会計自体を、住民にわかりやすいもの
へと改革していくことも含まれています。

（事務局）
その他にどんな特徴がありますか？

住民の生活に密接に関係するものについては、
法令の規定を廃止するか、地方政府が制定す
る条例が優先することが明記されます。例外
事項として、医薬品の承認などの人命や環境
に重大な影響を及ぼすもの、教育の一定水準
を確保するための基準などは、中央政府が決
定することとなっていますが、逆に言えばそ
れ以外のほとんどのものが、地方政府の条例 その他にどんな特徴がありますか？

（堀添）
地方分権というと、国から地方への権限・財
源の委譲、つまり「団体自治の強化」という
面がクローズアップされますが、より大切な
のは、地域住民が地域のあり方を決めていく
という「住民自治の強化」だと思います。
ある意味 基礎自治体としては大きくなりす

れ以外のほとんどのものが、地方政府の条例
に基づくことになります。

（事務局）
道州制についてはどうなっていますか？

（堀添）
今回の案では、広域的自治体の役割は極力縮
小するものとなっています。そのため、移行
期間として 役割が縮小した都道府県の業務 ある意味、基礎自治体としては大きくなりす

ぎた政令市にとって、とりわけ重要な視点で
はないでしょうか。

今回の案では、行政区などについて、一定の
権限をもった自治区とすることができること
も触れられています。これについては、具体
化にあたって検討すべき事項も多くあり、な
かなか簡単にはいかないと思います ただ

期間として、役割が縮小した都道府県の業務
を効率的に行うために、都道府県合併による
道州制は選択しうるものとされています。

この点については、今後の議論が必要だと、
私は思います。現在都道府県が行っている業
務を、市町村に移管することは当然ですが、
新たな広域的業務があるのではないか、とい
うことです かなか簡単にはいかないと思います。ただ、

市民の日常的な生活圏を考えた場合、たとえ
ば高津区民の生活圏は、川崎区民の生活圏と
はあまり重なっていないのではないでしょう
か。高津区もすでに人口は２１万人を超えて
います。やはり高津区内のことは、できるだ
け高津区の中で決定できる仕組みが必要だと
思います

うことです。

たとえば、首都圏の交通網を考えた場合、幹
線道や鉄道路線などを整備・運営するには、
「首都圏」という単位で決定する仕組みが必
要です。民主党の案では、そうした業務は一
部事務組合等により個別に対応していくこと
が想定されていますが、いわゆる広域的生活
圏に対応する地方政府の存在が必要であるよ 思います。

（事務局）
ありがとうございました。

（２）民主党川崎市議会議員団ニュース ２００８年１０月号

（２００８年１０月１日）

圏に対応する地方政府の存在が必要であるよ
うにも感じます。このあたりは、国の業務を
具体的に移管していく中で、議論を深めてい
かなければならない課題の一つであると思い
ます。



『『霞ヶ関の解体・再編と地域主権の確立霞ヶ関の解体・再編と地域主権の確立』』（概要）（概要）

Ⅰ 基本理念

民主党 分権調査会（役員会案）

Ⅰ．基本理念
１．基礎的自治体重視の新しい「国のかたち」
○霞ヶ関の組織と地方を支配する権限を解体し、新たな中央政府を樹立

する。その結果、霞ヶ関に支配され続けていた自治体は、地域のこと
を地域で決める主権を回復する。

○地方分権国家の母体を、道州のような広域自治体ではなく、住民に一
番身近な基礎的自治体とし 全国を３００程度の基礎的自治体で構成番身近な基礎的自治体とし、全国を３００程度の基礎的自治体で構成
する。生活に関わる行政サービスをはじめ、基礎的自治体が対応すべ
き事務事業が全て行えるよう、権限（立法権・執行権）と財源を大幅
に移譲し、国と基礎的自治体による新たなる「国のかたち」をめざす。

２．自治体の多様性を踏まえた地域主権

Ⅱ 当面目ざすべき国 かたちⅡ．当面目ざすべき国のかたち
１．霞ヶ関の解体と再編（新たな中央政府の樹立）
○省庁に対して資料提供等の強力な権限を持った「行政刷新会議」を設

立し霞ヶ関にメスを入れる。同会議の下、新たな中央政府を構築する。
・霞ヶ関の出先機関である地方整備局・地方農政局・北海道開発局・
都道府県労働局・森林管理局・経済産業局など地方支分部局を原則
廃 解廃止し、国と地方の二重行政を解消する。

２．自治体の再編
（１）再編の全体像

○国から都道府県・基礎的自治体に対して大幅に事務事業を移譲する。
それとともに都道府県が担っている事務事業の２／３程度を基礎的
自治体に移譲する。

（２）基礎的自治体の執行権の拡充
（３）広域自治体の執行権の縮小

○政令市に対する都道府県の役割は、政令市と他の市町村との調整に
限定する。

３．自治体の立法権の確立
４．自治体の財源の確立
（１）補助金等の一括交付金化

①一括交付金制度の創設
②一括交付金の交付基準

（２）新たな地方財政調整等に関する制度の創設
５．自治体のガバナンス強化・コミュニティの再生
○国から地方に事務事業を大幅に移譲することに伴い、地方議会の条例

（３）民主党川崎市議会議員団ニュース ２００８年１０月号

○国 地方 事務事業を大幅 移譲す 伴 、地方議会 条例
立案等の機能強化を図る。

○政令市もしくは合併により面積・人口が大きくなった自治体において、
政令市の区や合併前の市町村などを単位とし、一定の権限をもった自
治区を設けることができるようにする。



第３３回第３３回 「川崎市政に参加する会」のご案内「川崎市政に参加する会」のご案内

私たちの住む川崎市を「安心して暮らせるまち」に
していくためには、私たちの手でもっともっと変えて

日時：２００８年１０月２７日（月）
午後７時から８時半まで。していくためには、私たちの手でもっともっと変えて

いかなければならないと思います。

一人一人の主権者の皆様とともに、新しい川崎市の
あり方について、勉強し、議論し、実行していく場と
して、「川崎市政に参加する会」を開いています。

毎月、その時々にあったテーマを設定し、開催して
おりますので、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げ

ます。

場所：高津市民館 第１会議室
溝の口駅前マルイファミリー
溝口１－６－１０ ０４４－８１２－１０９０

総選挙により 地域主権はどう進んでいくのか 政権公約における地方分権 地域主権に

第３３回 １０１０月２７日（月）午後７７時～ 高津市民館

「地域主権はどう実現されるか」
～地方分権・地域主権をめぐる政権公約

「川崎市政に参加する会」に参加して「川崎市政に参加する会」に参加して
２００８年９月７日開催２００８年９月７日開催

「川崎市議会基本条例について」「川崎市議会基本条例について」

今回は来春３月の成立を目指している「議会基本条今回は来春３月の成立を目指している「議会基本条
例」がテーマです すでに神奈川県議会は昨年の５月例」がテーマです すでに神奈川県議会は昨年の５月

り知られていないのでは」という意見に「この会が中り知られていないのでは」という意見に「この会が中

心になって発信していこう」という発言等 住民の側心になって発信していこう」という発言等 住民の側

総選挙により、地域主権はどう進んでいくのか。政権公約における地方分権・地域主権につ

いて検討し、総選挙後の地方自治体・地方政府のあり方について議論を行います。

例」がテーマです。すでに神奈川県議会は昨年の５月例」がテーマです。すでに神奈川県議会は昨年の５月
から「議会基本条例」についての論議が始まっておりから「議会基本条例」についての論議が始まっており
川崎でも「チェック監視機能」から「政策立案」機能川崎でも「チェック監視機能」から「政策立案」機能
をもつ「議会のあり方」をめぐる模索が始まりました。をもつ「議会のあり方」をめぐる模索が始まりました。

堀添市議からの「選挙で選ばれる”公務員”が議員堀添市議からの「選挙で選ばれる”公務員”が議員
である。議会の権限の強化が結果的には市政への市民である。議会の権限の強化が結果的には市政への市民
の影響力の拡大につながっていく。」という説明をうの影響力の拡大につながっていく。」という説明をう
けて、活発な論議が行われました。多摩区では住民がけて、活発な論議が行われました。多摩区では住民が
「議会改革」の勉強会を議員を招いて行おうという企「議会改革」の勉強会を議員を招いて行おうという企

心になって発信していこう」という発言等、住民の側心になって発信していこう」という発言等、住民の側
からやれることはやっていこうという雰囲気のなかでからやれることはやっていこうという雰囲気のなかで
論議が交わされました。論議が交わされました。

会に参加する中で、今まで市議（会）を批判して何会に参加する中で、今まで市議（会）を批判して何
かわかったつもりになっていたり、結局は「お任せ」かわかったつもりになっていたり、結局は「お任せ」
になっていたことに気づき「主権を行使」していく主になっていたことに気づき「主権を行使」していく主
権者としてのあり方を回復していく糸口をつかんでき権者としてのあり方を回復していく糸口をつかんでき
たように思います。「新しい川崎市のあり方について、たように思います。「新しい川崎市のあり方について、
勉強し、議論し、実行していく場」としての「参加す勉強し、議論し、実行していく場」としての「参加す議会改革」の勉強会を議員を招いて行おうという企議会改革」の勉強会を議員を招いて行おうという企

画が進んでいることの紹介、「議会事務局に図書室を画が進んでいることの紹介、「議会事務局に図書室を
設けたらどうか」という提案、「議会基本条例はあま設けたらどうか」という提案、「議会基本条例はあま

勉強し、議論し、実行していく場」としての 参加す勉強し、議論し、実行していく場」としての 参加す
る会」を更に発展させていくために頑張っていこうとる会」を更に発展させていくために頑張っていこうと
思っています。思っています。 （KK．HH メーカー勤務）

政治資金ご寄附のお願い 「ほりぞえ健後援会」宛「ほりぞえ健後援会」宛
郵便振替：高津郵便局 口座００２７０－１－２４１６９

銀行振替：川崎信用金庫 高津支店 普通０７９６２９４
地元から日本改革を実現するために､ご支援
賜りますよう､お願い申し上げます。
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わ

男
』
と
冠
し
た
男
女
参
画

て
企
画
し
、
数
人
し
か
集

苦
い
経
験
が
あ
る
。
そ
れ

け
る
た
め
の
情
報
の
収
集

き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
そ

『
幸
せ
オ
ー
ラ
を
味
方
に

講
座
』
と
い
う
講
座
は
、

の
企
画
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
っ

ず
、
様
々
な
仕
掛
け
で
定

応
募
が
あ
っ
た
と
い
う
。

ら
し
い
の
は
「
我
々
の
企

あ
る
。
そ
の
企
画
が
定
員

ま
う
の
は
税
金
の
無
駄
使

ま
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

自
分
た
ち
の
側
に
問
題
が

天
気
そ
の
他
外
部
に
原
因

い
」
と
い
う
姿
勢
だ
。
そ

民
の
保
険
料
で
保
養
施
設

い
か
な
け
れ
ば
二
束
三
文

題
点
の
総
括
も
し
な
け
れ

と
ら
な
い
と
い
っ
た
、
無

極
に
あ
る
。
▼
「
作
っ
て

傾
向
は
自
分
の
中
に
も
あ

こ
と
の
ほ
う
が
大
変
で
も

気
づ
か
さ
れ
た
ひ
と
時
だ 画

事
業
に
携
わ
る
Ｎ

代
表
・
牟
田
静
香

会
が
あ
っ
た
。
牟
田

の
活
動
の
ほ
か
、
他

と
「
Ｐ
Ｒ
力
」
を

ル
テ
ィ
ン
グ
活
動
も

ん
な
企
画
で
、
ど
う

る
か
」
。
考
え
抜
か

を
巻
い
た
。
中
身
を

の
前
提
の
上
で
、
さ

心
を
持
っ
て
も
ら
え

ラ
シ
ひ
と
つ
と
っ
て

い
う
言
葉
を
用
い
る

ら
「
コ
コ
ロ
」
、
年

ろ
」
と
使
い
分
け

意
識
し
て
各
メ
デ
ィ

し
て
い
る
そ
う
だ
。

わ
り
行
く
社
会
と
女

画
セ
ミ
ナ
ー
を
初
め

集
め
ら
れ
な
か
っ
た

れ
が
、
人
を
ひ
き
つ

集
・
分
析
を
始
め
る

そ
の
後
企
画
し
た

に
つ
け
る

女
性
学

内
容
的
に
は
最
初

た
に
も
か
か
わ
ら

定
員
の
２
倍
以
上
の

▼
な
に
よ
り
素
晴

企
画
は
よ
い
も
の
で

員
割
れ
に
な
っ
て
し

使
い
だ
」
「
人
が
集

内
容
か
宣
伝
な
ど

あ
っ
た
の
で
あ
り
、

因
が
あ
る
の
で
は
な

そ
れ
は
、
例
え
ば
国

設
を
建
て
、
う
ま
く

文
で
売
り
払
い
、
問

れ
ば
、
誰
も
責
任
を

無
策
・
無
責
任
と
対

て
お
終
い
」
と
い
う

あ
る
が
、
工
夫
す
る

も
実
は
面
白
い
、
と

だ
っ
た
。(

事
務
局
ゆ)

（４）民主党川崎市議会議員団ニュース ２００８年１０月号


